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保
育
の
実
施
基
準
の
規
定

を
削
除
す
る
必
要
性
は
。

　
こ
れ
ま
で
、
保
育
の
実
施

基
準
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

が
、
法
律
改
正
に
伴
い
、
今

後
は
法
律
の
委
任
を
受
け
た

内
閣
府
令
が
直
接
の
保
育
の

実
施
基
準
と
な
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
か
ら

削
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度

の
先
行
き
が
不
透
明
な
な
か

で
、
市
の
保
育
施
策
の
根
拠

と
し
て
い
た
保
育
の
実
施
条

例
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は

性
急
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
実
施
基
準
の
規
定
を
削
除

し
て
も
、
保
育
の
実
施
責
任

は
市
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
の
保
育
を
行
っ
て
い
く
。

ま
た
、
市
独
自
の
基
準
を
定

め
る
場
合
、
今
ま
で
の
運
用

の
慣
行
と
法
律
に
抵
触
し
な

い
範
囲
内
で
定
め
る
の
で
、

市
独
自
の
基
準
を
定
め
る
こ

と
に
支
障
は
な
い
と
考
え
る
。

　
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
グ
ラ
ン

ド
ピ
ア
ノ
の
選
定
理
由
は
。

　
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
＆
サ
ン

ズ
社
の
Ｄ

－

２
７
４
モ
デ
ル

を
選
定
し
た
理
由
は
、
高
い

芸
術
性
、
専
門
性
を
有
す
る

演
奏
に
対
応
で
き
る
こ
と
等

か
ら
本
市
文
化
事
業
の
振
興

に
必
要
な
も
の
と
考
え
た
。

　
２
台
購
入
の
内
容
と
理
由
。

　
同
じ
モ
デ
ル
の
ピ
ア
ノ
を

購
入
す
る
。
理
由
は
、
同
音

質
の
ピ
ア
ノ
２
台
に
よ
る
演

奏
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

演
奏
者
が
使
用
す
る
ピ
ア
ノ

の
選
択
が
可
能
と
な
る
と
と

も
に
、
交
互
使
用
に
よ
る
損

耗
の
緩
和
が
図
ら
れ
る
こ
と

な
ど
に
よ
る
。

　
市
民
の
ピ
ア
ノ
体
験
は
。

　
世
界
的
評
価
の
高
い
ピ
ア

ノ
に
よ
る
演
奏
を
聴
い
た
り
、

自
ら
演
奏
す
る
機
会
を
得
ら

れ
る
こ
と
は
、
市
民
文
化
の

発
展
に
寄
与
す
る
と
考
え
て

い
る
。
市
民
が
ピ
ア
ノ
に
触

れ
る
機
会
の
提
供
な
ど
、
積

極
的
な
利
活
用
に
努
め
る
。

　
今
定
例
会
最
終
日
に
、
次

の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
安
倍
政
権
の
経
済
政
策
で

物
価
が
高
騰
。
更
な
る
増
税

と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
イ
ン
フ
レ
、
財

政
赤
字
で
私
た
ち
を
一
層
苦

し
め
る
。
こ
れ
は
市
民
税
の

落
込
み
に
現
れ
る
。
子
育
て

世
帯
の
負
担
が
増
す
な
か
学

童
保
育
料
が
値
上
げ
。
新
設

保
育
園
は
２
園
の
み
。
新
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ

決
定
は
不
公
正
で
市
の
責
任

後
退
。
公
金
の
適
正
管
理
や

チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
新
制
度
の
最
大
の
狙
い
は

保
育
の
公
的
責
任
を
限
定
・

縮
小
し
、
保
育
の
平
等
と
い

う
原
則
か
ら
も
大
き
く
外
れ

る
。
保
育
時
間
が
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
集
団
保
育
が
成
り
立

ち
に
く
い
。
給
食
は
外
部
搬

入
が
認
め
ら
れ
調
理
室
を
置

か
な
く
て
よ
い
。
乳
幼
児
室

を
３
階
以
上
に
設
置
で
き
る

こ
と
も
問
題
。
認
定
こ
ど
も

園
の
ニ
ー
ズ
は
少
な
く
待
機

児
童
が
解
消
さ
れ
な
い
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
本
条
例
は
保
育
士
を
必
要

と
し
な
い
施
設
も
認
可
す
る
。

家
庭
保
育
室
も
保
育
士
が
い

な
け
れ
ば
補
助
を
認
め
て
お

ら
ず
こ
れ
ま
で
の
施
策
と
矛

盾
す
る
。
無
資
格
者
の
多
い

認
可
外
施
設
で
は
死
亡
事
故

も
多
く
懸
念
は
広
が
る
。
新

制
度
は
待
機
児
童
の
解
消
を

十
分
な
施
設
確
保
で
な
く
安

上
が
り
な
保
育
に
任
せ
る
も

の
。
保
育
の
質
を
後
退
さ
せ

る
可
能
性
を
は
ら
む
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
新
制
度
の
財
源
は
消
費
税

10
％
増
税
を
前
提
に
進
め
ら

保
育
時
間
が
制
限
さ
れ
、
保

育
格
差
が
生
じ
る
と
考
え
る
。

判
断
し
た
、
教
員
配
置
の
充

実
や
平
均
的
な
水
準
を
超
え

た
施
設
整
備
な
ど
で
あ
る
。

　
短
時
間
、
長
時
間
、
午
前

か
午
後
の
み
の
子
ど
も
も
出

て
く
る
が
、
ど
の
よ
う
な
影

響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

　
施
設
で
は
、
保
育
士
の
配

置
が
複
雑
化
し
、
保
育
の
仕

方
に
影
響
が
生
じ
る
一
方
で
、

保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

保
育
が
提
供
で
き
る
。
子
ど

も
に
は
、
親
の
就
労
時
間
で

　
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
提

供
を
拒
否
で
き
る
と
あ
る
が

ど
の
よ
う
な
場
合
か
。

　
国
は
、
定
員
に
空
き
が
な

い
、
定
員
を
上
回
る
利
用
申

込
み
、
そ
の
他
特
別
な
事
情

等
と
し
、
今
後
、
特
別
な
事

情
を
整
理
し
、
運
用
上
の
取

り
扱
い
を
示
す
予
定
で
あ
る
。

　
上
乗
せ
徴
収
に
は
、
ど
の

よ
う
な
内
容
が
あ
る
の
か
。

　
各
施
設
が
教
育
及
び
保
育

の
質
の
向
上
に
特
に
必
要
と

　
条
例
の
制
定
を
う
け
て
保

育
所
の
入
所
決
定
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
る
の
か
。

　
新
制
度
で
は
、
当
分
の
間
、

全
て
の
市
町
村
は
、
保
育
の

必
要
性
の
認
定
を
受
け
た
子

ど
も
に
対
し
て
利
用
調
整
を

行
っ
た
う
え
で
、
各
施
設
・

事
業
者
に
対
し
て
利
用
の
要

請
を
行
う
と
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
保
育
所
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業

へ
の
入
所
を
希
望
す
る
場
合
、

市
が
入
所
決
定
を
行
う
。

　
保
育
士
資
格
を
も
つ
保
育

士
が
い
な
い
家
庭
保
育
室
は

現
在
あ
る
の
か
。

　
保
育
士
が
い
な
い
小
規
模

保
育
事
業
Ｃ
型
に
該
当
す
る

家
庭
保
育
室
は
な
い
。

　
保
育
士
が
い
な
い
施
設
に

認
可
を
与
え
る
理
由
は
。

　
基
礎
研
修
と
認
定
研
修
を

行
う
こ
と
で
、
保
育
者
と
し

て
の
質
が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、

認
可
を
受
け
た
保
育
所
な
ど

と
の
連
携
を
必
須
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
認
可
を
行
う
。
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議
案
第
１
０
５
号

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
条
例

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
６
号

保
育
所
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
保
育
の
実
施

及
び
保
育
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
０
号

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
Ｐ
川
越
21
】【
公
明
党
】【
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
８
号

フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
取
得

【
や
ま
ぶ
き
会
】

討

論

議
案
第
１
０
４
号

議
案
第
１
０
５
号

れ
て
い
る
。
文
房
具
、
日
用

品
等
の
費
用
を
別
途
徴
収
で

き
保
育
の
格
差
が
拡
大
す
る
。

定
員
超
過
や
保
育
料
の
滞
納

を
理
由
に
断
ら
れ
る
懸
念
が

あ
る
。
契
約
方
式
は
保
護
者

の
自
己
責
任
と
な
り
、
保
育

難
民
が
生
ま
れ
る
。
保
護
者

へ
の
補
助
金
給
付
は
、
子
ど

も
へ
の
最
適
な
保
育
の
提
供

に
は
な
ら
な
い
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
条
例
の
削
除
に
合
わ
せ
て

規
則
や
要
綱
な
ど
、
詳
細
な

基
準
も
す
べ
て
削
除
さ
れ
る

が
、
こ
れ
に
変
わ
る
新
し
い

基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

先
行
し
て
条
例
制
定
し
た
他

自
治
体
は
移
行
に
向
け
て
慎

重
に
対
応
し
て
い
る
。

　
新
制
度
全
体
が
安
上
が
り

な
保
育
を
狙
う
現
状
で
、
詳

細
な
基
準
が
示
さ
れ
な
い
ま

ま
、
実
施
条
例
を
削
除
し
て

し
ま
う
こ
と
は
時
期
尚
早
。

議
案
第
１
０
６
号

議
案
第
１
０
３
号

議
案
第
８
８
号

　
避
難
所
へ
の
太
陽
光
発
電

施
設
等
の
整
備
に
係
る
予
算

計
上
の
具
体
的
な
内
容
は
。

　
避
難
所
に
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
と
蓄
電
池
等
の
設
置

工
事
を
行
う
た
め
の
設
計
委

託
料
で
、
工
事
の
設
計
図
書

一
式
を
作
製
さ
せ
る
も
の
。

　
水
痘
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接

種
は
、
今
年
度
す
で
に
５
歳

に
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
対
象
者
と
な
ら
な
い
。
救

済
措
置
を
考
え
る
べ
き
。

　
対
象
年
齢
は
国
で
の
十
分

な
検
討
の
結
果
、
決
定
し
た

も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、

５
歳
に
な
っ
て
い
る
者
へ
の

救
済
措
置
は
考
え
て
い
な
い
。

　
私
立
保
育
所
に
勤
務
す
る

保
育
士
等
の
賃
金
を
改
善
す

る
た
め
の
補
助
金
の
具
体
的

な
内
容
は
。

　
保
育
士
等
の
平
均
勤
続
年

数
や
年
齢
別
児
童
数
を
基
に

補
助
金
額
を
算
定
し
、
保
育

士
等
の
手
当
、
賞
与
、
一
時

金
等
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
。

　
新
斎
場
建
設
は
、
な
ぜ
補

正
予
算
が
必
要
に
な
っ
た

か
？

　
本
年
６
月
に
新
築
工
事
の

入
札
公
告
を
行
っ
た
が
、
予

定
価
格
と
の
か
い
離
が
原
因

で
入
札
が
不
調
に
な
っ
た
。

　
今
後
の
事
業
を
円
滑
に
推

進
す
る
た
め
、
予
定
す
る
全

て
の
工
事
を
対
象
に
予
算
の

見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
現

状
の
予
算
で
は
困
難
な
状
況

と
な
り
、
補
正
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
新
斎
場
建
設
の
入
札
不
調

を
踏
ま
え
、
今
後
の
公
共
工

事
の
不
調
不
落
防
止
対
策
に

つ
い
て
の
考
え
は
？

　
新
た
な
国
の
対
策
は
、
発

注
ロ
ッ
ト
の
大
型
化
、
見
積

活
用
方
式
、
フ
レ
ッ
ク
ス
工

期
、
労
働
者
確
保
等
の
た
め

の
余
裕
期
間
の
設
定
等
が
あ

る
。
本
市
で
も
必
要
に
応
じ

て
、
こ
れ
ら
の
対
策
を
検
討

し
た
い
。

　
新
斎
場
の
入
札
不
調
後
、

参
加
業
者
か
ら
見
積
内
訳
書

を
徴
し
て
い
る
が
、
過
去
に

事
例
は
あ
り
、
今
後
も
同
じ

手
法
を
行
う
の
か
。

　
過
去
に
川
越
市
で
参
考
見

積
内
訳
書
を
提
出
さ
せ
た
事

例
は
把
握
し
て
い
な
い
。
今

後
は
、
原
則
と
し
て
参
考
見

積
内
訳
書
の
聴
取
は
考
え
て

い
な
い
が
、
工
事
の
規
模
及

び
特
殊
性
を
考
慮
し
て
実
施

す
る
か
、
そ
の
都
度
判
断
し

て
い
き
た
い
。

　
新
斎
場
建
設
事
業
に
つ
い

て
、
従
事
す
る
建
設
技
能
者

の
賃
金
の
実
態
調
査
を
行
う

べ
き
で
は
な
い
か
。

　
労
働
者
の
賃
金
把
握
に
つ

い
て
は
、
市
と
し
て
も
重
要

な
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
。

本
事
業
に
お
け
る
労
働
者
の

賃
金
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

は
、
前
向
き
に
検
討
し
て
参

り
た
い
。

　
普
通
交
付
税
の
決
定
額
と

予
算
額
の
か
い
離
が
生
じ
た

要
因
は
何
か
。

　
当
初
予
算
積
算
に
対
し
て
、

基
準
財
政
収
入
額
の
減
額
幅

が
基
準
財
政
需
要
額
に
対
し

て
大
き
か
っ
た
た
め
、
普
通

交
付
税
の
交
付
決
定
額
が
増

加
し
た
も
の
。
特
に
、
法
人

市
民
税
法
人
税
割
は
当
初
予

算
積
算
に
対
し
て
約
９
億
７

９
０
０
万
円
の
減
額
算
定
と

な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
る
。

　
新
斎
場
建
設
に
関
わ
る
設

計
金
額
を
引
き
上
げ
る
が
、

意
図
に
沿
っ
て
使
わ
れ
た
か

確
認
す
る
た
め
事
業
者
の
実

態
把
握
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
設
計
金
額
の
上
昇
分
が
、

実
際
に
そ
の
設
計
内
容
に
沿

っ
て
使
わ
れ
た
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
必
要
性
は
認
識
し
て
い

る
。
今
後
、
有
効
な
確
認
方

法
が
あ
る
か
ど
う
か
を
含
め

て
、
検
討
し
て
参
り
た
い
。
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保
育
の
実
施
基
準
の
規
定

を
削
除
す
る
必
要
性
は
。

　
こ
れ
ま
で
、
保
育
の
実
施

基
準
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

が
、
法
律
改
正
に
伴
い
、
今

後
は
法
律
の
委
任
を
受
け
た

内
閣
府
令
が
直
接
の
保
育
の

実
施
基
準
と
な
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
か
ら

削
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度

の
先
行
き
が
不
透
明
な
な
か

で
、
市
の
保
育
施
策
の
根
拠

と
し
て
い
た
保
育
の
実
施
条

例
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は

性
急
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
実
施
基
準
の
規
定
を
削
除

し
て
も
、
保
育
の
実
施
責
任

は
市
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
の
保
育
を
行
っ
て
い
く
。

ま
た
、
市
独
自
の
基
準
を
定

め
る
場
合
、
今
ま
で
の
運
用

の
慣
行
と
法
律
に
抵
触
し
な

い
範
囲
内
で
定
め
る
の
で
、

市
独
自
の
基
準
を
定
め
る
こ

と
に
支
障
は
な
い
と
考
え
る
。

　
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
グ
ラ
ン

ド
ピ
ア
ノ
の
選
定
理
由
は
。

　
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
＆
サ
ン

ズ
社
の
Ｄ

－

２
７
４
モ
デ
ル

を
選
定
し
た
理
由
は
、
高
い

芸
術
性
、
専
門
性
を
有
す
る

演
奏
に
対
応
で
き
る
こ
と
等

か
ら
本
市
文
化
事
業
の
振
興

に
必
要
な
も
の
と
考
え
た
。

　
２
台
購
入
の
内
容
と
理
由
。

　
同
じ
モ
デ
ル
の
ピ
ア
ノ
を

購
入
す
る
。
理
由
は
、
同
音

質
の
ピ
ア
ノ
２
台
に
よ
る
演

奏
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

演
奏
者
が
使
用
す
る
ピ
ア
ノ

の
選
択
が
可
能
と
な
る
と
と

も
に
、
交
互
使
用
に
よ
る
損

耗
の
緩
和
が
図
ら
れ
る
こ
と

な
ど
に
よ
る
。

　
市
民
の
ピ
ア
ノ
体
験
は
。

　
世
界
的
評
価
の
高
い
ピ
ア

ノ
に
よ
る
演
奏
を
聴
い
た
り
、

自
ら
演
奏
す
る
機
会
を
得
ら

れ
る
こ
と
は
、
市
民
文
化
の

発
展
に
寄
与
す
る
と
考
え
て

い
る
。
市
民
が
ピ
ア
ノ
に
触

れ
る
機
会
の
提
供
な
ど
、
積

極
的
な
利
活
用
に
努
め
る
。

　
今
定
例
会
最
終
日
に
、
次

の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
安
倍
政
権
の
経
済
政
策
で

物
価
が
高
騰
。
更
な
る
増
税

と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
イ
ン
フ
レ
、
財

政
赤
字
で
私
た
ち
を
一
層
苦

し
め
る
。
こ
れ
は
市
民
税
の

落
込
み
に
現
れ
る
。
子
育
て

世
帯
の
負
担
が
増
す
な
か
学

童
保
育
料
が
値
上
げ
。
新
設

保
育
園
は
２
園
の
み
。
新
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ

決
定
は
不
公
正
で
市
の
責
任

後
退
。
公
金
の
適
正
管
理
や

チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
新
制
度
の
最
大
の
狙
い
は

保
育
の
公
的
責
任
を
限
定
・

縮
小
し
、
保
育
の
平
等
と
い

う
原
則
か
ら
も
大
き
く
外
れ

る
。
保
育
時
間
が
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
集
団
保
育
が
成
り
立

ち
に
く
い
。
給
食
は
外
部
搬

入
が
認
め
ら
れ
調
理
室
を
置

か
な
く
て
よ
い
。
乳
幼
児
室

を
３
階
以
上
に
設
置
で
き
る

こ
と
も
問
題
。
認
定
こ
ど
も

園
の
ニ
ー
ズ
は
少
な
く
待
機

児
童
が
解
消
さ
れ
な
い
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
本
条
例
は
保
育
士
を
必
要

と
し
な
い
施
設
も
認
可
す
る
。

家
庭
保
育
室
も
保
育
士
が
い

な
け
れ
ば
補
助
を
認
め
て
お

ら
ず
こ
れ
ま
で
の
施
策
と
矛

盾
す
る
。
無
資
格
者
の
多
い

認
可
外
施
設
で
は
死
亡
事
故

も
多
く
懸
念
は
広
が
る
。
新

制
度
は
待
機
児
童
の
解
消
を

十
分
な
施
設
確
保
で
な
く
安

上
が
り
な
保
育
に
任
せ
る
も

の
。
保
育
の
質
を
後
退
さ
せ

る
可
能
性
を
は
ら
む
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
新
制
度
の
財
源
は
消
費
税

10
％
増
税
を
前
提
に
進
め
ら

保
育
時
間
が
制
限
さ
れ
、
保

育
格
差
が
生
じ
る
と
考
え
る
。

判
断
し
た
、
教
員
配
置
の
充

実
や
平
均
的
な
水
準
を
超
え

た
施
設
整
備
な
ど
で
あ
る
。

　
短
時
間
、
長
時
間
、
午
前

か
午
後
の
み
の
子
ど
も
も
出

て
く
る
が
、
ど
の
よ
う
な
影

響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

　
施
設
で
は
、
保
育
士
の
配

置
が
複
雑
化
し
、
保
育
の
仕

方
に
影
響
が
生
じ
る
一
方
で
、

保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

保
育
が
提
供
で
き
る
。
子
ど

も
に
は
、
親
の
就
労
時
間
で

　
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
提

供
を
拒
否
で
き
る
と
あ
る
が

ど
の
よ
う
な
場
合
か
。

　
国
は
、
定
員
に
空
き
が
な

い
、
定
員
を
上
回
る
利
用
申

込
み
、
そ
の
他
特
別
な
事
情

等
と
し
、
今
後
、
特
別
な
事

情
を
整
理
し
、
運
用
上
の
取

り
扱
い
を
示
す
予
定
で
あ
る
。

　
上
乗
せ
徴
収
に
は
、
ど
の

よ
う
な
内
容
が
あ
る
の
か
。

　
各
施
設
が
教
育
及
び
保
育

の
質
の
向
上
に
特
に
必
要
と

　
条
例
の
制
定
を
う
け
て
保

育
所
の
入
所
決
定
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
る
の
か
。

　
新
制
度
で
は
、
当
分
の
間
、

全
て
の
市
町
村
は
、
保
育
の

必
要
性
の
認
定
を
受
け
た
子

ど
も
に
対
し
て
利
用
調
整
を

行
っ
た
う
え
で
、
各
施
設
・

事
業
者
に
対
し
て
利
用
の
要

請
を
行
う
と
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
保
育
所
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業

へ
の
入
所
を
希
望
す
る
場
合
、

市
が
入
所
決
定
を
行
う
。

　
保
育
士
資
格
を
も
つ
保
育

士
が
い
な
い
家
庭
保
育
室
は

現
在
あ
る
の
か
。

　
保
育
士
が
い
な
い
小
規
模

保
育
事
業
Ｃ
型
に
該
当
す
る

家
庭
保
育
室
は
な
い
。

　
保
育
士
が
い
な
い
施
設
に

認
可
を
与
え
る
理
由
は
。

　
基
礎
研
修
と
認
定
研
修
を

行
う
こ
と
で
、
保
育
者
と
し

て
の
質
が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、

認
可
を
受
け
た
保
育
所
な
ど

と
の
連
携
を
必
須
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
認
可
を
行
う
。

問問 答答問問

問問

答答

問 答答

議
案
第
１
０
５
号

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
条
例

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
６
号

保
育
所
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
保
育
の
実
施

及
び
保
育
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
０
号

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
Ｐ
川
越
21
】【
公
明
党
】【
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
８
号

フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
取
得

【
や
ま
ぶ
き
会
】

討

論

議
案
第
１
０
４
号

議
案
第
１
０
５
号

れ
て
い
る
。
文
房
具
、
日
用

品
等
の
費
用
を
別
途
徴
収
で

き
保
育
の
格
差
が
拡
大
す
る
。

定
員
超
過
や
保
育
料
の
滞
納

を
理
由
に
断
ら
れ
る
懸
念
が

あ
る
。
契
約
方
式
は
保
護
者

の
自
己
責
任
と
な
り
、
保
育

難
民
が
生
ま
れ
る
。
保
護
者

へ
の
補
助
金
給
付
は
、
子
ど

も
へ
の
最
適
な
保
育
の
提
供

に
は
な
ら
な
い
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
条
例
の
削
除
に
合
わ
せ
て

規
則
や
要
綱
な
ど
、
詳
細
な

基
準
も
す
べ
て
削
除
さ
れ
る

が
、
こ
れ
に
変
わ
る
新
し
い

基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

先
行
し
て
条
例
制
定
し
た
他

自
治
体
は
移
行
に
向
け
て
慎

重
に
対
応
し
て
い
る
。

　
新
制
度
全
体
が
安
上
が
り

な
保
育
を
狙
う
現
状
で
、
詳

細
な
基
準
が
示
さ
れ
な
い
ま

ま
、
実
施
条
例
を
削
除
し
て

し
ま
う
こ
と
は
時
期
尚
早
。

議
案
第
１
０
６
号

議
案
第
１
０
３
号

議
案
第
８
８
号

　
避
難
所
へ
の
太
陽
光
発
電

施
設
等
の
整
備
に
係
る
予
算

計
上
の
具
体
的
な
内
容
は
。

　
避
難
所
に
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
と
蓄
電
池
等
の
設
置

工
事
を
行
う
た
め
の
設
計
委

託
料
で
、
工
事
の
設
計
図
書

一
式
を
作
製
さ
せ
る
も
の
。

　
水
痘
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接

種
は
、
今
年
度
す
で
に
５
歳

に
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
対
象
者
と
な
ら
な
い
。
救

済
措
置
を
考
え
る
べ
き
。

　
対
象
年
齢
は
国
で
の
十
分

な
検
討
の
結
果
、
決
定
し
た

も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、

５
歳
に
な
っ
て
い
る
者
へ
の

救
済
措
置
は
考
え
て
い
な
い
。

　
私
立
保
育
所
に
勤
務
す
る

保
育
士
等
の
賃
金
を
改
善
す

る
た
め
の
補
助
金
の
具
体
的

な
内
容
は
。

　
保
育
士
等
の
平
均
勤
続
年

数
や
年
齢
別
児
童
数
を
基
に

補
助
金
額
を
算
定
し
、
保
育

士
等
の
手
当
、
賞
与
、
一
時

金
等
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
。

　
新
斎
場
建
設
は
、
な
ぜ
補

正
予
算
が
必
要
に
な
っ
た

か
？

　
本
年
６
月
に
新
築
工
事
の

入
札
公
告
を
行
っ
た
が
、
予

定
価
格
と
の
か
い
離
が
原
因

で
入
札
が
不
調
に
な
っ
た
。

　
今
後
の
事
業
を
円
滑
に
推

進
す
る
た
め
、
予
定
す
る
全

て
の
工
事
を
対
象
に
予
算
の

見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
現

状
の
予
算
で
は
困
難
な
状
況

と
な
り
、
補
正
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
新
斎
場
建
設
の
入
札
不
調

を
踏
ま
え
、
今
後
の
公
共
工

事
の
不
調
不
落
防
止
対
策
に

つ
い
て
の
考
え
は
？

　
新
た
な
国
の
対
策
は
、
発

注
ロ
ッ
ト
の
大
型
化
、
見
積

活
用
方
式
、
フ
レ
ッ
ク
ス
工

期
、
労
働
者
確
保
等
の
た
め

の
余
裕
期
間
の
設
定
等
が
あ

る
。
本
市
で
も
必
要
に
応
じ

て
、
こ
れ
ら
の
対
策
を
検
討

し
た
い
。

　
新
斎
場
の
入
札
不
調
後
、

参
加
業
者
か
ら
見
積
内
訳
書

を
徴
し
て
い
る
が
、
過
去
に

事
例
は
あ
り
、
今
後
も
同
じ

手
法
を
行
う
の
か
。

　
過
去
に
川
越
市
で
参
考
見

積
内
訳
書
を
提
出
さ
せ
た
事

例
は
把
握
し
て
い
な
い
。
今

後
は
、
原
則
と
し
て
参
考
見

積
内
訳
書
の
聴
取
は
考
え
て

い
な
い
が
、
工
事
の
規
模
及

び
特
殊
性
を
考
慮
し
て
実
施

す
る
か
、
そ
の
都
度
判
断
し

て
い
き
た
い
。

　
新
斎
場
建
設
事
業
に
つ
い

て
、
従
事
す
る
建
設
技
能
者

の
賃
金
の
実
態
調
査
を
行
う

べ
き
で
は
な
い
か
。

　
労
働
者
の
賃
金
把
握
に
つ

い
て
は
、
市
と
し
て
も
重
要

な
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
。

本
事
業
に
お
け
る
労
働
者
の

賃
金
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

は
、
前
向
き
に
検
討
し
て
参

り
た
い
。

　
普
通
交
付
税
の
決
定
額
と

予
算
額
の
か
い
離
が
生
じ
た

要
因
は
何
か
。

　
当
初
予
算
積
算
に
対
し
て
、

基
準
財
政
収
入
額
の
減
額
幅

が
基
準
財
政
需
要
額
に
対
し

て
大
き
か
っ
た
た
め
、
普
通

交
付
税
の
交
付
決
定
額
が
増

加
し
た
も
の
。
特
に
、
法
人

市
民
税
法
人
税
割
は
当
初
予

算
積
算
に
対
し
て
約
９
億
７

９
０
０
万
円
の
減
額
算
定
と

な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
る
。

　
新
斎
場
建
設
に
関
わ
る
設

計
金
額
を
引
き
上
げ
る
が
、

意
図
に
沿
っ
て
使
わ
れ
た
か

確
認
す
る
た
め
事
業
者
の
実

態
把
握
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
設
計
金
額
の
上
昇
分
が
、

実
際
に
そ
の
設
計
内
容
に
沿

っ
て
使
わ
れ
た
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
必
要
性
は
認
識
し
て
い

る
。
今
後
、
有
効
な
確
認
方

法
が
あ
る
か
ど
う
か
を
含
め

て
、
検
討
し
て
参
り
た
い
。

問問答 問 答

問答答 問答問問

問 答答

答答 問問問 答

答答 問問 答答
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レビ（J：COM　川越）による録画放送を行って
おります。ご覧ください。

●
お
知
ら
せ
●

本 会 議 の ケ ー ブ ルＴＶ
放送日

放送CH

：

：

決まり次第ホームページ等で
お知らせします
J：COMチャンネル川越
地上デジタル111ｃｈ


